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議 会 運 営 委 員 会 会 議 録  

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

日        程  

 

日  時  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ０ 日 （ 金 ）  

午後０時３０分開会  

場  所  米子市淀江支所 第３会議室  

 

 

１  開   会  

２  協議事件  

⑴  本日の議事日程について  

⑵  サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 方 針 の 策 定 ・ 公 表 に つ い

て  

⑶  その他  

３  閉   会  

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

出  席  委  員  （  ５ 名  ）  

委員長  奥 岩  浩 基  副委員長  吉 原 美 智 恵  

委  員  今 城  雅 子  委  員  森 岡  俊 夫  

委  員  山 路   有    

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

欠  席  委  員  （  ０ 名  ）  

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

出  席  議  員  （  ２ 名  ）  

 

  

  議  長  岡田  啓介  副議長  永 井   章  
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～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

当  局  出  席  者  

事務局長  深 田   龍  事務局総務課長  米田   克宏  

事務局総務課企画

情報担当課長補佐  
安 田  香 織    

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

議 会 担 当 職 員  

書  記  長  瀬尻  かおり  書   記  伏野  哲彦  

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

１   開      会  

（ 午 後 ０ 時 ３ ０ 分 ）  

 

○奥 岩 委 員 長  それでは、これより議会運営委員会を開会いたします。  

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

２   協 議 事 件  

 

○奥 岩 委 員 長  早速ではございますが、日程第２、協議事件に入りたいと

思います。  

（１）本日の議事日程についてを議題といたします。  

担当から説明をお願いいたします。  

瀬尻書記長。  

○瀬 尻 書 記 長  それでは、本日の議事日程について説明をさせていただき

ます。  

資 料 １ の 定 例 会 の 全 体 の 日 程 （ 案 ） を 御 覧 く だ さ い 。 こ の 議 会 運 営 委

員 会 に 引 き 続 き ま し て 、 午 後 １ 時 か ら 組 合 議 会 定 例 会 を 開 会 し て い た だ

きます。  

本 日 の 議 事 で ご ざ い ま す が 、 諸 般 の 報 告 と い た し ま し て 、 説 明 の た め

出席を求めた者の報告をしていただきます。  

続 き ま し て 、 日 程 第 １ の 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 に つ き ま し て は 、 中 田

議員と中原議員を指名していただきます。  

次 に 、 日 程 第 ２ の 会 期 の 決 定 に つ き ま し て は 、 本 日 １ 日 で お 諮 り い た

だきます。  

続 い て 、 日 程 第 ３ は 管 理 者 の 議 案 上 程 で ご ざ い ま す 。 本 日 は 議 案 が ６
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件 ご ざ い ま す が 、 議 案 第 ８ 号 は 人 事 案 件 で ご ざ い ま し て 、 後 の 日 程 第 ７

の ほ う で 御 審 議 い た だ き た い と 思 い ま す 。 よ っ て 、 日 程 第 ３ で は 、 議 案

第 ３ 号 か ら 議 案 第 ７ 号 ま で の ５ 件 と 、 日 程 第 ４ の 報 告 第 ２ 号 の 、 合 わ せ

て ６ 件 を 一 括 議 題 と し て い た だ き ま す 。 こ の ６ 件 に つ き ま し て の 管 理 者

の 提 案 理 由 の 説 明 及 び 報 告 の 後 、 日 程 第 ５ の 組 合 事 務 一 般 に 対 す る 質 問

に移っていただきます。  

全 議 員 に お 知 ら せ を し 、 本 日 席 上 に も 一 般 質 問 一 覧 表 を 配 付 し て お り

ますが、１名から通告がございました。  

次 に 、 日 程 第 ６ の 議 案 及 び 報 告 に 対 す る 質 疑 に つ き ま し て は 、 こ ち ら

も 事 前に 全 議 員に お 知 らせ し て おり ま す が、 通 告 はご ざ い ませ ん で し た 。  

質 疑 終 了 後 の 委 員 会 付 託 で ご ざ い ま す が 、 資 料 ２ の 委 員 会 付 託 区 分 表

の と お り 、 議 案 第 ３ 号 と 議 案 第 ４ 号 に つ き ま し て は 、 総 務 消 防 常 任 委 員

会 へ 、 議 案 第 ５ 号 に つ き ま し て は 、 民 生 環 境 常 任 委 員 会 へ そ れ ぞ れ 付 託

し て い た だ く と い う 運 び と な り ま す 。 ま た 、 議 案 第 ６ 号 と 議 案 第 ７ 号 に

つ き ま し て は 、 議 会 に お 諮 り い た だ き 、 予 算 審 査 特 別 委 員 会 へ 付 託 し て

いただきたいと思います。  

ここで、委員会審査のため暫時休憩としていただきます。  

委 員 会 審 査 で ご ざ い ま す が 、 常 任 委 員 会 を 総 務 消 防 、 民 生 環 境 の 順 に

開 催 いた だ き 、終 了 後 に予 算 審 査特 別 委 員会 の 開 催を お 願 いい た し ま す 。  

な お 、 本 日 の 常 任 委 員 会 で は 、 付 託 議 案 の 審 査 の み と し 、 所 管 事 務 調

査は予定されておりません。  

本 会 議 再 開 後 は 、 総 務 消 防 常 任 委 員 会 、 民 生 環 境 常 任 委 員 会 、 予 算 審

査 特 別 委 員 会 の 順 に そ れ ぞ れ の 委 員 長 報 告 を し て い た だ き 、 委 員 長 報 告

に 対 す る 質 疑 、 討 論 を 経 ま し て 、 ５ 件 の 議 案 を 順 次 採 決 し て い た だ き ま

す。  

次 に 、 日 程 第 ７ は 、 こ れ は 先 ほ ど 申 し 上 げ ま し た 議 案 第 ８ 号 で ご ざ い

ま す 。 こ れ は 、 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て 同 意 を お 願 い す る も の で ご ざ い

ま し て 、 識 見 を 有 す る 者 か ら 選 任 い た し ま す 監 査 委 員 が 、 本 年 ３ 月 ３ １

日 を も ち ま し て 任 期 満 了 と な る こ と に 伴 い ま し て 、 新 た に 鷲 見 渉 氏 を 選

任しようとするものでございます。  

管 理 者 か ら の 提 案 理 由 の 説 明 に 続 き ま し て 、 質 疑 を 行 っ て い た だ き 、

そ の 後 、 本 案 件 は 人 事 案 件 で ご ざ い ま す の で 、 委 員 会 付 託 を 省 略 す る 旨

をお諮りいただきまして、討論を経て、採決をお願いいたします。  

以上が、本日の定例会の全日程でございます。  

請 願 ・ 陳 情 の 件 で ご ざ い ま す が 、 開 会 日 の ３ 週 間 前 の １ 月 ３ ０ 日 を 提

出 期 限 と し て お り ま し た が 、 提 出 は あ り ま せ ん で し た の で 、 御 報 告 い た

します。  
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説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○奥 岩 委 員 長  ただいま、担当から本日の議事日程についての説明がござ

いましたが、意見等ございませんでしょうか。よろしいですかね。  

別 に な い よ う で す の で 、 本 日 の 議 事 日 程 に つ き ま し て は 、 こ の と お り

とさせていただきたいと思います。  

次 に 、 協 議 事 項 （ ２ ） サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 方 針 の

策定・公表についてを議題といたします。  

担当から説明をお願いします。  

瀬尻書記長。  

○瀬 尻 書 記 長  そうしますと、サイバーセキュリティを確保するための方

針の策定・公表について御報告いたします。  

資 料 は ３ － １ と ３ － ２ と し て お り ま す が 、 ま ず 資 料 の ３ － １ を 御 覧 く

ださい。  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ ま す 改 正 地 方 自 治 法 に よ り 、 情 報 シ ス

テムの利用の有無に  

 

か か わ ら ず 、 全 て の 地 方 公 共 団 体 と 議 会 に お い て 、 サ イ バ ー セ キ ュ リ

テ ィ を 確 保 す る た め の 方 針 の 策 定 と 公 表 が 義 務 化 さ れ ま す 。 こ れ に 伴 い

ま し て 、 本 組 合 議 会 に お き ま し て も 新 た に 方 針 を 策 定 す る も の で ご ざ い

ます。  

ま ず 、 １ の シ ス テ ム の 利 用 実 態 と 方 針 策 定 の 方 向 性 で ご ざ い ま す 。 本

議 会 で は 現 状 、 議 会 専 用 の 共 用 シ ス テ ム を 持 た な い と い う 実 態 に 合 わ せ

ま し て 、 対 象 を （ ２ ） の 表 の と お り 、 議 員 と 議 会 担 当 職 員 の ２ つ に 分 け

て対応いたします。  

議 員 の 皆 様 に つ き ま し て は 、 個 人 所 有 の シ ス テ ム 、 例 え ば パ ソ コ ン や

ス マ ー ト フ ォ ン 等 と な り ま す 。 こ ち ら で 議 会 担 当 か ら メ ー ル の 受 信 等 を

行 っ て い る 実 態 に 合 わ せ ま し て 、 組 合 議 会 と し て の 方 針 を 別 途 策 定 い た

します。  

一 方 、 議 会 担 当 職 員 に つ き ま し て は 、 組 合 の 執 行 機 関 の シ ス テ ム を 利

用しているため、執行機関側が定める方針に従うことといたします。  

続 い て ２ の 組 合 議 会 に お け る 方 針 の 策 定 内 容 で ご ざ い ま す 。 今 回 策 定

す る 議 員 の 皆 様 向 け の 方 針 は 、 現 状 の メ ー ル 受 信 が 主 と い う 利 用 実 態 を

踏 ま え ま し て 、 基 本 的 な 考 え 方 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。 こ の 方 針 の

策 定 に よ り ま し て 、 議 員 の 皆 様 に は 新 た な セ キ ュ リ テ ィ 対 策 作 業 や 機 器

の 導 入 、 ま た 費 用 の 負 担 等 を お 願 い す る も の で は ご ざ い ま せ ん 。 あ く ま

で シ ス テ ム の 現 状 の 適 切 な 利 用 を 維 持 し て い た だ く た め の 指 針 と な る も

のでございます。  
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３ の 今 後 の 予 定 で ご ざ い ま す が 、 令 和 ８ 年 ３ 月 中 に 議 長 決 裁 に よ り 正

式 に 策 定 い た し ま し て 、 ４ 月 １ 日 ま で に 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る 予

定としております。  

続 き ま し て 、 資 料 ３ － ２ を 御 覧 い た だ け ま す で し ょ う か 。 こ の た び 策

定 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー （ 案 ） に つ い て 御 説 明 い た し ま す 。 こ

の ポ リ シ ー （ 案 ） は 、 住 民 の 皆 様 の 個 人 情 報 や 行 政 運 営 上 の 重 要 な 情 報

を 、 サ イ バ ー 攻 撃 や 災 害 な ど の 脅 威 か ら 守 り 、 議 会 に 対 す る 信 頼 を 維 持

することを目的として策定するものでございます。  

ま た 、 改 正 地 方 自 治 法 に 基 づ く サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 確 保 の 方 針 と し

て の 役 割 も 担 っ て お り ま す 。 本 方 針 は 目 的 か ら 運 用 、 見 直 し に 至 る ま で

全 ８ 項 目 で 構 成 さ れ て お り ま し て 、 主 な ポ イ ン ト は 次 の ３ 点 で ご ざ い ま

す。  

ま ず 、 対 象 範 囲 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 こ れ ２ ペ ー ジ 目 の ４ の 適 用

範 囲 の と お り で ご ざ い ま し て 、 本 方 針 は 本 組 合 議 会 の 議 員 の 皆 様 を 適 用

対 象 と し て お り ま す 。 議 会 担 当 職 員 に つ き ま し て は 、 執 行 機 関 が 定 め る

ルールに従うため本方針からは除外していきます。  

２ 点 目 と し て 、 想 定 さ れ る 脅 威 で ご ざ い ま す 。 こ ち ら １ ペ ー ジ に 戻 っ

て い た だ き ま し て 、 ３ の 対 象 と す る 脅 威 の と お り で ご ざ い ま し て 、 ウ イ

ル ス や サ イ バ ー 攻 撃 だ け で は な く 、 端 末 の 紛 失 や 操 作 ミ ス 、 さ ら に 地 震

な ど の 災 害 に よ る シ ス テ ム の 停 止 な ど 幅 広 く リ ス ク を 想 定 し ま し て 、 対

策を講じることとしております。  

続 い て ３ 点 目 で 、 具 体 的 な 対 策 と し て 、 こ ち ら の ２ ペ ー ジ 目 の ６ の 情

報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に お き ま し て 、 情 報 の 機 密 性 を 保 つ た め の 運 用 ル ー

ル や 不 正 ア ク セ ス を 防 ぐ た め の 技 術 的 な 対 策 、 そ れ か ら 万 が 一 ト ラ ブ ル

が起きた際の緊急時対応などを定めております。  

以上３点が本方針の主なポイントでございます。  

議 員 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 本 方 針 の 重 要 性 を 御 理 解 い た だ き 、 日

頃の業務における遵守をお願いするものでございます。  

な お 、 繰 り 返 し に な り ま す け れ ど も 、 本 方 針 の 策 定 に よ り ま し て 議 員

の 皆 様 に 特 別 な 機 材 の 購 入 や 新 た な 費 用 負 担 等 が 発 生 す る こ と は ご ざ い

ません。  

策 定 内 容 は 以 上 の と お り で ご ざ い ま す 。 今 後 、 状 況 の 変 化 に 応 じ て 定

期 的 に 自 己 点 検 や 内 容 の 見 直 し を 行 い ま し て 、 常 に 最 新 の 脅 威 に 対 応 で

きるよう努めてまいる所存でございます。  

なお、施行は令和８年４月１日からとしております。  

報告は以上でございます。  

○奥 岩 委 員 長  担当からサイバーセキュリティを確保するための方針の策



- 6 - 

定 ・ 公 表 に つ い て の 説 明 が ご ざ い ま し た が 、 御 意 見 等 ご ざ い ま す で し ょ

うか。よろしいですか。  

別 に な い よ う で ご ざ い ま す の で 、 御 説 明 あ り ま し た と お り 事 務 を 進 め

させていただきたいと思います。  

次 に 、 協 議 事 件 （ ３ ） そ の 他 で ご ざ い ま す が 、 当 局 及 び 委 員 の 皆 様 か

ら何かございますでしょうか。  

米田事務局総務課長。  

○米 田 事 務 局 総 務 課 長  本日、皆様の机上のほうに追加資料として議案第

５ 号 参 考 資 料 の ほ う を 配 付 さ せ て い た だ い て お り ま す 。 こ ち ら に つ い て

御説明をさせていただきます。  

議 案 第 ５ 号 に つ き ま し て は 、 リ サ イ ク ル プ ラ ザ 条 例 の 一 部 改 正 条 例 で

ご ざ い ま す が 、 こ ち ら の ほ う に つ い て 条 例 の 改 正 内 容 で あ り ま す リ サ イ

ク ル プ ラ ザ の 搬 入 時 間 の 変 更 に つ い て 、 よ り 詳 し く 説 明 を さ せ て い た だ

く資料でございます。  

本来であれば議案と一緒に送付をさせていただくべきところでござい

ましたが、当日配付となりましたこと、申し訳ございませんでした。こ

ちらにつきましては、本日議場のほうにも席上配付させていただきまし

て、民生環境常任委員会のほうでこちらの資料を用いて説明をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。  

私のほうからは以上でございます。  

○奥 岩 委 員 長  ほか、委員の皆様、当局からございますでしょうか。よろ

しいですかね。  

議長、副議長ございますでしょうか。  

〔「ございません」と岡田議長〕  

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

３   閉    会  

 

○奥 岩 委 員 長  では、別にないようでございますので、以上をもちまして、

議会運営委員会を閉会といたします。  

 

（ 午 後 ０ 時 ４ 1 分 閉 会 ）  
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鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 議 会 委 員 会 条 例 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に

より署名する。  

 

 

 

議会運営委員長      奥  岩   浩  基  

 


